
Ｒ３那土 徳島上那賀線他 那賀・寺内他 道路維持業務

特記仕様書

（適用範囲）
第１条 本仕様書は、発注者（以下「甲」という。）が受注者（以下「乙」とい

う。）に委託する道路維持業務（以下「業務」という。）に適用する。

（目的）
第２条 この業務は、（主）徳島上那賀線および（一）木沢上那賀線における冬

期の安全で円滑な交通を確保するため、除雪並びに凍結防止を目的とした
道路維持業務である。

（業務内容）
第３条 乙は別途定める路線について、以下に掲げる業務を実施するものとする。
（１）降雪が予想される場合の道路パトロールの実施
（２）除雪並びに凍結防止剤散布
（３）除雪及び凍結防止剤散布について昨年の実績等を考慮し時間を想定して

いる。

（現場責任者）
第４条 受託者は，作業を円滑かつ確実に実行するため、作業計画の立案、行程

管理及び精度管理を総括する者として現場責任者を定め、現場責任者届を
契約後７日以内に監督員に提出し確認を受けなければならない。また，こ
の届の内容が変更になった場合は，変更日から５日以内に監督員に変更し
た現場責任者届を提出し確認を受けなければならない。

２ 受託者は、現場責任者と受託者との直接的、恒常的な雇用関係が確認で
きるもの（健康保険証の写し等）を監督員に提出しなければならない。

（現場責任者の名札の着用）
第５条 受託者は，当該工事の現場責任者について，「現場代理人者確認のため

の名札の着用について（通知）」（平成 12.11.1 建設第 1084 号）に基づき，
名札を着用すること。

（交通安全管理）
第６条 受託者は，供用中の道路に係る工事の施工にあたっては，「道路工事の

安全施設設置要領（案）」（平成８年３月）等を参考に実施するものとし，
より一層の安全対策を講じるものとする。

（機器等の貸与及び支給について）
第７条 車載式の凍結防止剤散布装置については、甲が貸与する機材を使用する

ものとする。
２ 甲が貸与する機材の使用に際して、乙が事故等を起こした場合は、全て
乙において処理しなければならず、甲は一切の責を負わないものとする。

３ 凍結防止剤については、甲が支給するものとする。保管場所等について
は甲乙協議のうえ取り決めるものとする。

（作業報告について）
第８条 作業実績の報告については、別紙様式１及び写真等によるものとする。




